
薬事日報　薬学生新聞

　昨年度のＭＲ総数が前年比で950
人減の６万3185人と３年連続で減
少した。ＭＲ認定センターがまとめ
た「2017年版ＭＲ白書」で明らか
になったもの。ＭＲ総数が３年連続
で減少したのは初めてで、過去2番
目に大きい減少幅となった。一方で
薬剤師ＭＲは２年連続で増加し、よ
り専門知識を持つ人材にシフトしつ
つある傾向がうかがえる。ＭＲ数の
減少は、生活習慣病領域のブロック
バスター製品の減少や薬価引き下げ

などに伴う経営資源配分の最適化な
どが背景にあると見られ、一層の効
率化が迫られる中、ＭＲの減少トレ
ンドは今後も続きそうだ。
　製薬企業192社、ＭＲ業務委託・
派遣企業（ＣＳＯ）17社、卸１社の
210社から得た回答で認定取得者だ
けを見ると、1333人減の６万1168
人と11年度の水準まで減少した。女
性が200人減の9000人と調査開始
以来初の減少となった。管理職では、
女性が前年と同数の196人、男性が

928人増の8765人で計8961人に増
加した。前年に626人減少したため、
その反動による補充と見られる。
　内資製薬企業では649人減の３万
6844人、外資製薬企業では335人減
の２万2217人と減少したが、ＣＳ
Ｏは68人増の4054人となった。新
薬メーカーが長期収載品を後発品メ
ーカーに承継し、後発品メーカーが
販売するようになったことや、昨年
に日本企業が関連した合併・買収件
数が過去最高となったことを含め、
ＭＲを多く抱える企業で人員の効率
化が進む傾向が考えられた。
　薬剤師ＭＲは202人増の6446人
と２年連続で増加し、全体での構成
比は昨年と算出方法を変えたため、

10.2％となった。修士以上が316人
減の1318人だった一方、学士では
518人増の5128人となった。男女
別では女性は72人減の944人、男
性では274人増の5502人となった。
　ＭＲの新卒採用では、採用企業が
97社（46.2％）、採用しなかった企
業が111社（52.9％）となった。外
資系製薬企業では新卒採用が38.3
％にとどまったが、内資系製薬企業
では54.5％と半数を超えた。今後
は後発品メーカーにも20年の数量
シェア80％目標を見据え、情報提
供に関する経営資源効率化の動きが
予想され、高い人件費がのしかかる
ＭＲ数の減少に歯止めがかかる可能
性は低そうだ。

　日常生活圏で必要な医療を確保するため、都道
府県が作る第７次の医療計画が来年度からスター
トする。第二次世界大戦直後のベビーブームの時
期に生まれた団塊世代が75歳以上となり、医療
と介護のニーズがピークに達する「2025年問題」
に対応する地域包括ケアシステム構築に向け、来
年度からの医療計画は大きな意味を持つ。その中
に、国は「かかりつけ薬剤師」の確保を盛り込む
方針を打ち出したのである。薬剤師の資質向上の
ため、専門情報の習得や患者とのコミュニケーシ
ョン能力の向上、多職種で実施する研修が行われ
るよう研修状況を把握し、関係者間の調整を行う
ことを明記。地域医療をしっかり確保するため、
薬局が果たす役割に期待を示した格好だ。
　医療計画では、地域薬局の役割として、医療機
関と連携して患者の服薬情報を一元的・継続的に
把握し、それに基づく薬学的管理・指導を行い、入
退院時の連携や夜間・休日の調剤や電話相談に対
応することなどの役割を求めている。
　今回、その中に▽服薬情報の一元的・継続的把
握とそれに基づく薬学的管理・指導▽24時間対
応・在宅対応▽かかりつけ医をはじめ医療機関と
の連携強化の機能を備えた「かかりつけ薬剤師」

を確保するとの記載を新たに盛り込んだ。
　日常生活圏でかかりつけ薬剤師を確保するため、医療計画には、
薬剤師の資質向上のため、『患者のための薬局ビジョン』を踏まえ
て最新の医療・医薬品に関する専門情報を習得し、患者や住民との
コミュニケーション能力の向上につながる研修、医療機関との連携
強化に向けた多職種共同の研修が行われるよう研修状況を把握し、
関係者間の調整を行うことを明記する。

　袋いっぱいに薬が大量に残っている写
真を一度は目にしたことがあるだろう。
残った薬が使われず、また次の薬が処方
されるというムダが繰り返されているケ
ースも少なくない。そんな複数の薬を服
用している高齢者のポリファーマシーを
是正するため、国が対策に乗り出した。
厚生労働省は、高齢者の薬物療法で見ら
れる多剤服用に関して、薬の適正使用ガ
イドラインを作る方針だ。75歳以上の
高齢者では服用している薬の種類が多
く、特に６剤以上を併用していると、副
作用の可能性が高まることから、適切な
薬物療法を行うと共に、不必要な薬を削
減するために指針を定めることが必要と
判断したものである。
　厚労省の検討会がまとめた中間案で
は、高齢者の薬物療法に関して、服用薬
の種類は75歳以上でより多い傾向があ
ること、ポリファーマシーの患者に複数
の医療機関を受診する傾向があること、
６剤以上の併用によって薬剤関連の有害
事象頻度が高くなる傾向にあることなど
の現状を指摘している。
　こうした特徴を踏まえ、高齢者の薬物
動態を考慮した投与量を調整したり、多

剤併用時の薬物相互作用による副作用を
防ぐため、医師、薬剤師などが参考にで
きる適正使用ガイドラインを作る必要が
あるとしている。具体的なガイドライン
作りに当たっては、経口血糖降下薬、高
血圧治療薬や抗血小板薬などの循環器用
薬、認知症治療薬、重複処方が懸念され
る睡眠導入剤や抗不安薬など、特に検討
が必要な薬効群を考慮すること、急性期
や回復期、入院、外来、在宅など各医療
現場の特徴に合わせて薬剤数調整や処方
変更などの考え方を整理することの必要
性を明記している。
　高齢者が服用する医薬品の適正使用を
促すため、多職種間で情報を共有する仕
組み作りに加え、共有する情報に薬剤管
理の方法や転倒など患者の状況、処方情
報や服薬アドヒアランスの状況などを例
示している。
　さらに、電子版お薬手帳を活用した処
方・調剤情報の一元的、継続的な把握な
ど多職種を含めた情報共有を支援する仕
組み作りに加え、医療機関や薬局の機能
に応じて保険者と連携し、多剤服用情報
をフィードバックするなどの取り組みを
進めていく方向性を示している。
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